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一

一
、
事
案
の
概
要

⑴

本
件
建
物
の
所
有
者
Ｚ
を
債
務
者
と
す
る
抵
当
権
が
、
平
成
二
三
年

九
月
、
本
件
建
物
に
設
定
さ
れ
、
そ
の
旨
の
登
記
が
さ
れ
た
。

⑵

本
件
建
物
に
つ
い
て
滞
納
処
分
に
よ
る
差
押
え
が
平
成
二
四
年
五
月

に
さ
れ
、
そ
の
旨
の
登
記
が
さ
れ
た
。

⑶

Ｙ
は
、
平
成
二
四
年
一
〇
月
、
Ｚ
か
ら
本
件
建
物
を
賃
借
し
、
そ
の

引
渡
し
を
受
け
た
。

⑷

本
件
建
物
に
つ
い
て
担
保
不
動
産
競
売
の
開
始
決
定
が
平
成
二
九
年

三
月
に
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
る
差
押
え
が
さ
れ
た
旨
の
登
記
が
さ
れ
た
。

⑸

Ｘ
は
、
本
件
建
物
を
買
い
受
け
、
平
成
二
九
年
一
〇
月
、
そ
の
代
金

を
納
付
し
て
、
Ｙ
を
相
手
方
と
す
る
不
動
産
引
渡
命
令
を
求
め
る
申
立

て
を
し
た
。

⑹

原
々
審
（
大
阪
地
決
平
成
二
九
年
一
〇
月
一
九
日
（
公
刊
物
未
登

載
））
は
、
不
動
産
引
渡
命
令
を
発
令
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
Ｙ
が
執

行
抗
告
し
た
。

二
、
原
決
定
の
概
要

原
決
定
で
あ
る
大
阪
高
決
平
成
二
九
年
一
二
月
一
〇
日
（
公
刊
物
未
登

載
）
は
、
滞
納
処
分
に
よ
る
差
押
え
が
さ
れ
た
後
の
占
有
者
で
あ
っ
て
も
、

競
売
手
続
の
開
始
前
か
ら
賃
借
権
に
基
づ
き
占
有
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、

民
法
三
九
五
条
一
項
一
号
に
掲
げ
る
「
競
売
開
始
前
か
ら
使
用
又
は
収
益

を
す
る
者
」
に
該
当
す
る
と
し
て
、
原
々
命
令
を
取
り
消
し
て
、
そ
の
不

動
産
引
渡
命
令
を
求
め
る
申
立
て
を
却
下
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
Ｘ
が
許
可
抗
告
の
申
立
て
を
し
た
と
こ
ろ
、
原
審
は
、

平
成
三
〇
年
二
月
、
こ
れ
を
許
可
し
た
。

滞
納
処
分
に
よ
る
差
押
え
が
な
さ
れ
た
後
に
設
定
さ
れ
た
賃
借
権
は

買
受
人
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か

𠮷
　
　
岡
　
　
伸
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こ
れ
と
同
旨
の
見
解
に
基
づ
き
、
Ｘ
の
Ｙ
に
対
す
る
引
渡
命
令
の
申
立

て
を
却
下
し
た
原
審
の
判
断
は
、正
当
と
し
て
是
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

原
決
定
に
所
論
の
違
法
は
な
く
、
論
旨
は
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。」

四
、
検
　
　
　
討

⑴　

旧
短
期
賃
貸
借
保
護
制
度

短
期
賃
貸
借
保
護
制
度
と
は
、
抵
当
権
に
後
れ
る
賃
貸
借
契
約
で
あ
っ

て
も
、
所
有
者
の
使
用
、
収
益
の
保
護
と
の
バ
ラ
ン
ス
等
か
ら
短
期
間
の

賃
貸
借
（
建
物
三
年
、
土
地
五
年
、
山
林
一
〇
年
）
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
を

保
護
し
よ
う
と
す
る
制
度
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
抵
当
権
者
と
賃
借
権
者

と
の
間
の
利
益
調
整
を
す
る
制
度
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
短
期
賃
貸
借
に
は
、
正
常
な
も
の
で
あ
り
、
保
護
に
値
す
る

も
の
も
あ
れ
ば
、
他
方
、
抵
当
権
者
の
権
利
を
侵
害
す
る
濫
用
的
な
短
期

賃
貸
借
も
あ
っ
た
。
こ
の
濫
用
的
短
期
賃
貸
借
に
対
抗
す
る
た
め
、
抵
当

権
者
は
、
抵
当
権
を
設
定
登
記
す
る
際
、
代
物
弁
済
予
約
あ
る
い
は
停
止

条
件
付
代
物
弁
済
予
約
（
仮
登
記
担
保
）
を
締
結
す
る
と
と
も
に
、
後
順

位
の
賃
貸
借
契
約
を
排
除
す
る
た
め
の
賃
貸
借
を
登
記
す
る
こ
と
と
し
て

い
た
。

と
こ
ろ
が
、
代
物
弁
済
予
約
等
を
使
っ
た
仮
登
記
担
保
は
い
わ
ゆ
る
仮

登
記
担
保
法
が
制
定
さ
れ
、
不
動
産
鑑
定
士
等
の
評
価
を
要
す
る
等
、
費

用
や
手
間
が
係
る
上
、競
売
手
続
を
通
し
て
売
却
代
金
が
精
算
さ
れ
る
等
、

担
保
権
者
に
と
っ
て
メ
リ
ッ
ト
の
少
な
い
も
の
と
な
り
、
利
用
さ
れ
る
こ

と
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
た
。
ま
た
、
実
体
の
な
い
賃
貸
借
は
、
登
記
さ

れ
て
も
後
順
位
の
賃
貸
借
契
約
を
排
除
で
き
な
い
と
い
う
最
高
裁
判
例
が

三
、
本
決
定
の
概
要

し
か
し
、最
三
小
決
平
成
三
〇
年
四
月
一
七
日（
民
集
七
二
巻
二
号
五
九

頁
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
四
四
九
号
九
一
頁
、
金
融
・
商
事
判
例
一
五
四
八

号
一
四
頁
）
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
原
決
定
を
是
認
し
、
Ｘ
の
抗
告

を
棄
却
し
た
。

す
な
わ
ち
、「
抵
当
権
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
賃
借
権
が
設
定

さ
れ
た
建
物
が
担
保
不
動
産
競
売
に
よ
り
売
却
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、

そ
の
競
売
手
続
の
開
始
前
か
ら
当
該
賃
借
権
に
よ
り
建
物
の
使
用
又
は
収

益
を
す
る
者
は
、
当
該
賃
借
権
が
滞
納
処
分
に
よ
る
差
押
え
が
さ
れ
た
後

に
設
定
さ
れ
た
と
き
で
あ
っ
て
も
、
民
法
三
九
五
条
一
項
一
号
に
掲
げ
る

「
競
売
手
続
の
開
始
前
か
ら
使
用
又
は
収
益
を
す
る
者
」
に
当
た
る
と
解

す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
同
項
は
、
抵
当
権
者
に
対
抗
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
賃
借
権
は
民
事
執
行
法
に
基
づ
く
競
売
手
続
に
お
け
る

売
却
に
よ
っ
て
そ
の
効
力
を
失
い
（
同
法
五
九
条
二
項
）、
当
該
賃
借
権
に

よ
り
建
物
の
使
用
又
は
収
益
を
す
る
占
有
者
は
当
該
競
売
に
お
け
る
買
受

人
に
対
し
当
該
建
物
の
引
渡
義
務
を
負
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
即
時
の

建
物
の
引
渡
し
を
求
め
ら
れ
る
占
有
者
の
不
利
益
を
緩
和
す
る
と
と
も
に

占
有
者
と
買
受
人
と
の
利
害
の
調
整
を
図
る
た
め
、
一
定
の
明
確
な
要
件

を
満
た
す
占
有
者
に
限
り
、
そ
の
買
受
け
の
時
か
ら
六
箇
月
を
経
過
す
る

ま
で
は
、
そ
の
引
渡
義
務
の
履
行
を
猶
予
す
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
滞
納
処
分
手
続
は
民
事
執
行
法
に
基
づ
く
競
売
手
続

と
同
視
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
民
法
三
九
五
条
一
項
一
号

の
文
言
に
照
ら
し
て
も
、
同
号
に
規
定
す
る
「
競
売
手
続
の
開
始
」
は
滞

納
処
分
に
よ
る
差
押
え
を
含
む
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

二
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出
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
れ
も
利
用
す
る
意
味
が
な
く
な
っ
た
。

　

そ
の
後
、
民
事
執
行
制
度
や
民
事
保
全
制
度
の
整
備
に
よ
り
、
抵
当
権

者
を
保
護
す
る
方
策
が
と
ら
れ
て
い
た
が
、
濫
用
的
短
期
賃
貸
借
が
根
絶

で
き
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、平
成
一
五
年
の
担
保
・
執
行
法
改
正
に
よ
り
、

短
期
賃
貸
借
保
護
制
度
そ
の
も
の
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。こ
の
た
め
、

抵
当
権
設
定
登
記
に
後
れ
る
賃
貸
借
は
、
正
常
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ

の
期
間
の
長
短
に
か
か
わ
ら
ず
競
売
で
の
買
受
人
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。

⑵　

抵
当
権
者
の
同
意
の
制
度

　

前
述
の
よ
う
に
、
平
成
一
五
年
の
担
保
・
執
行
法
改
正
に
よ
り
、
短
期

賃
貸
借
保
護
制
度
が
廃
止
さ
れ
た
が
、
短
期
賃
貸
借
に
は
、
濫
用
的
な
も

の
も
あ
る
一
方
、
正
常
な
も
の
も
あ
り
、
後
者
は
依
然
と
し
て
保
護
す
べ

き
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
の
た
め
、
①
抵
当
権
者
の
同
意
の
登
記
が
あ
る
場

合
の
賃
貸
借
に
対
抗
力
を
与
え
た
り
（
民
法
三
八
七
条
）、
②
明
渡
猶
予
制

度
（
民
法
三
九
五
条
）
を
新
設
し
た
り
し
た
。

　

ま
ず
、
民
法
三
八
七
条
一
項
は
、「
登
記
を
し
た
賃
貸
借
は
、
そ
の
登
記

前
に
登
記
を
し
た
抵
当
権
を
有
す
る
す
べ
て
の
者
が
同
意
し
、
か
つ
、
そ

の
同
意
の
登
記
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
同
意
を
し
た
抵
当
権
に
対
抗
す
る

こ
と
が
で
き
る
。」
と
規
定
し
、
ⅰ
）
そ
の
賃
借
権
が
正
式
に
登
記
さ
れ
て

い
る
こ
と
、
ⅱ
）
抵
当
権
者
全
員
の
同
意
が
あ
る
こ
と
（
た
だ
し
当
該
賃

借
権
に
劣
後
す
る
抵
当
権
者
の
同
意
は
不
要
）、
ⅲ
）
上
記
ⅱ
）
の
同
意
が

登
記
さ
れ
た
こ
と
、
の
三
つ
の
条
件
を
す
べ
て
満
た
し
た
賃
借
権
に
つ
い

て
は
、
賃
借
人
は
常
に
抵
当
権
者
に
対
抗
で
き
る
（
つ
ま
り
、
競
売
が
な

さ
れ
て
も
従
前
の
と
お
り
賃
貸
借
を
継
続
で
き
る
）
こ
と
と
し
た
。

　

優
良
な
賃
借
人
と
の
間
で
賃
貸
借
契
約
が
締
結
さ
れ
る
と
期
待
で
き
る

場
合
に
は
、
賃
貸
人
や
抵
当
権
者
が
こ
の
制
度
を
使
う
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
が
、
優
良
な
賃
借
人
が
い
つ
ま
で
住
み
続
け
る
の
か
。
こ
の
制
度
に
い

っ
た
ん
同
意
し
た
と
き
に
は
、
後
日
こ
の
制
度
を
覆
す
こ
と
は
で
き
な
い

か
ら
、
万
一
、
優
良
で
は
な
い
賃
借
人
に
賃
貸
借
契
約
が
引
き
継
が
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
抵
当
権
者
は
当
該
賃
借
人
に
退
去
し
て
も
ら

う
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
制
度
は
、
抵
当
権
者
に
と
っ

て
非
常
に
大
き
な
リ
ス
ク
を
持
た
せ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る

の
で
、
現
時
点
に
お
い
て
は
実
務
上
あ
ま
り
使
わ
れ
て
い
な
い
。

⑶　

明
渡
猶
予
制
度

　

つ
ぎ
に
、
明
渡
猶
予
制
度
と
は
、
抵
当
権
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
賃
貸
借
に
よ
り
建
物
を
使
用
・
収
益
す
る
者
が
所
定
の
要
件
を
充
足

す
る
場
合
に
、
競
売
手
続
に
お
け
る
代
金
納
付
時
か
ら
六
か
月
間
明
渡
し

を
猶
予
す
る
制
度
で
あ
る
。
改
正
後
の
民
法
三
九
五
条
は
、
①
抵
当
権
者

に
対
抗
で
き
な
い
賃
貸
借
に
よ
り
抵
当
権
の
目
的
建
物
の
使
用
又
は
収
益

を
す
る
者
で
あ
り
、
②
競
売
手
続
の
開
始
前
か
ら
使
用
又
は
収
益
を
す
る

者
で
あ
れ
ば
明
渡
し
が
猶
予
さ
れ
る
旨
規
定
す
る
。

　

こ
れ
は
、
短
期
賃
貸
借
保
護
制
度
が
廃
止
さ
れ
、
抵
当
権
設
定
登
記
に

後
れ
る
賃
貸
借
は
、
す
べ
て
買
受
人
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ

れ
た
こ
と
か
ら
、
当
該
競
売
手
続
に
お
い
て
必
ず
し
も
そ
の
進
行
に
つ
き

通
知
等
を
受
け
な
い
賃
借
人
が
突
然
に
退
去
を
求
め
ら
れ
る
不
利
益
に
配

慮
し
、
新
た
な
借
家
人
保
護
制
度
と
し
て
本
制
度
が
創
設
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
を
買
受
人
の
立
場
か
ら
見
る
と
、
買
受
人
は
、
買
受
け
に
際

し
て
、
建
物
賃
借
人
に
つ
い
て
の
六
か
月
の
明
渡
猶
予
期
間
以
上
の
負
担

を
考
慮
す
る
必
要
が
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
谷
口
園
恵
＝
筒
井

健
夫
編
著
『
改
正
担
保
・
執
行
法
の
解
説
』
三
五
頁
参
照
（
商
事
法
務
、

三
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四

し
と
執
行
官
実
務
」
判
タ
一
一
二
三
号
五
頁
、
宮
崎
謙
「
明
渡
猶
予
制
度

と
引
渡
命
令
を
巡
る
若
干
の
実
務
上
の
問
題
点
」判
タ
一
一
七
四
号
六
頁
、

新
井
剛
「
建
物
明
渡
猶
予
制
度
の
保
護
対
象
」
獨
協
法
学
八
〇
号
六
一
頁
、

野
村
秀
敏
「
本
判
決
判
例
批
評
」
金
商
一
五
六
四
号
八
頁
な
ど
）。

平
成
一
五
年
の
民
法
改
正
前
の
短
期
賃
貸
借
保
護
制
度
の
下
で
、
最
三

小
決
平
成
一
二
年
三
月
一
六
日
（
民
集
五
四
巻
三
号
一
一
一
六
頁
）
は
、

上
記
賃
貸
借
に
基
づ
く
不
動
産
占
有
者
に
つ
き
短
期
賃
貸
借
保
護
制
度
の

適
用
を
否
定
し
て
い
た
。
改
正
後
に
関
し
て
は
、
本
判
決
ま
で
に
は
最
高

裁
の
判
断
が
出
て
い
な
か
っ
た
。
な
お
、
大
阪
地
方
裁
判
所
の
民
事
執
行

セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
は
、
否
定
説
に
立
っ
た
運
用
が
さ
れ
て
い
る
と
の
こ

と
で
あ
っ
た
（
田
中
寛
明
「
本
判
決
判
例
批
評
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
二
三

号
一
二
三
頁
）。

ⅱ　

明
渡
猶
予
制
度
適
用
肯
定
説

こ
れ
に
対
し
、
明
渡
猶
予
制
度
の
適
用
を
肯
定
す
る
見
解
は
、
明
渡
猶

予
制
度
の
趣
旨
を
売
却
に
よ
り
賃
借
権
が
消
滅
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て

賃
借
人
保
護
の
た
め
法
律
で
特
に
付
与
さ
れ
る
効
果
で
あ
る
と
解
し
、
し

た
が
っ
て
、
滞
納
処
分
に
よ
る
差
押
え
の
処
分
制
限
効
の
議
論
は
本
論
点

の
帰
趨
に
直
結
し
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
、
明
渡
猶
予
制
度
の
適
用
の
可

否
は
、
端
的
に
民
法
三
九
五
条
一
項
に
規
定
す
る
保
護
要
件
に
該
当
す
る

か
に
よ
り
判
断
さ
れ
る
べ
き
と
す
る
（
谷
口
園
恵
「
短
期
賃
貸
借
保
護
の

廃
止
と
建
物
明
渡
猶
予
に
よ
る
保
護
」
新
民
事
執
行
実
務
三
号
六
四
頁
、

角
井
俊
文
「
短
期
賃
貸
借
保
護
制
度
の
廃
止
と
現
況
調
査
」
新
民
事
執
行

実
務
五
号
一
〇
五
頁
、
鎌
田
薫
ほ
か
「
平
成
一
五
年
担
保
・
執
行
法
改
正

の
検
証
⑴
」
ジ
ュ
リ
一
三
二
一
号
一
五
九
頁
［
谷
口
園
恵
発
言
］、
池
田
知

史
「
短
期
賃
貸
借
保
護
の
制
度
の
廃
止
と
建
物
明
渡
猶
予
制
度
の
創
設
」

二
〇
〇
四
年
）、
山
野
目
章
夫
＝
小
粥
太
郎
「
短
期
賃
貸
借
保
護
制
度
の
見

直
し
（
下
）」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
七
九
六
号
七
四
頁
）。

⑷　

滞
納
処
分
へ
の
明
渡
猶
予
制
度
の
適
用
の
可
否

し
か
し
、
上
記
規
定
は
、
文
言
上
、
抵
当
権
者
と
そ
の
後
に
賃
貸
借
契

約
を
締
結
し
た
者
と
の
規
律
で
あ
り
、
滞
納
処
分
に
よ
る
差
押
え
が
あ
っ

た
後
に
賃
貸
借
契
約
が
あ
り
、
競
売
手
続
が
開
始
さ
れ
た
こ
と
を
直
接
規

定
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
学
説
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う

な
賃
借
人
に
対
し
て
明
渡
猶
予
制
度
が
適
用
さ
れ
る
の
か
否
か
、
見
解
が

対
立
し
て
い
る
。

ⅰ　

明
渡
猶
予
制
度
適
用
否
定
説

こ
の
見
解
は
、
①
滞
納
処
分
に
よ
る
差
し
押
さ
え
に
処
分
制
限
効
が
あ

る
こ
と
を
前
提
に
、
処
分
制
限
効
に
抵
触
す
る
賃
貸
借
に
よ
る
占
有
者
に

は
、
明
渡
猶
予
制
度
は
適
用
さ
れ
な
い
、
②
滞
納
処
分
お
よ
び
競
売
開
始

決
定
に
よ
る
各
差
押
え
は
近
接
し
て
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
の
認
識
の
も

と
、
明
渡
猶
予
制
度
の
適
用
に
つ
い
て
、
競
売
開
始
決
定
の
差
押
え
前
に

た
ま
た
ま
設
定
さ
れ
た
賃
借
権
を
、
競
売
開
始
決
定
の
差
押
え
後
に
設
定

さ
れ
た
賃
借
権
に
比
べ
て
保
護
す
べ
き
実
質
的
理
由
は
乏
し
い
、
③
明
渡

猶
予
制
度
の
適
用
を
肯
定
す
る
と
、
滞
納
処
分
に
よ
り
租
税
官
庁
が
把
握

し
た
不
動
産
の
交
換
価
値
の
減
少
を
許
容
す
る
結
果
に
な
る
、
等
と
主
張

し
て
い
る
（
内
田
義
厚
「
新
担
保
・
執
行
法
制
と
民
事
執
行
実
務
」
判
タ

一
一
四
九
号
四
四
頁
、
同
「
滞
納
処
分
後
に
用
益
を
開
始
し
た
賃
借
権
者

に
対
す
る
明
渡
猶
予
制
度
の
適
用
（
積
極
）」
金
法
二
〇
一
〇
号
四
〇
頁
、

中
野
貞
一
郎
「
民
事
執
行
法
〔
増
補
新
訂
六
版
〕（
現
代
法
律
学
全
集

二
三
）」
五
六
七
頁
（
青
林
書
院
、
二
〇
一
〇
年
）、
中
野
貞
一
郎
＝
下
村

正
明
「
民
事
執
行
法
」
五
八
二
頁
、
畑
一
郎
「
担
保
・
執
行
法
制
の
見
直
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五

あ
る
。」
と
判
示
し
た
。
ま
た
、
東
京
地
方
裁
判
所
の
民
事
執
行
セ
ン
タ
ー

に
お
い
て
は
、
肯
定
説
に
立
っ
た
運
用
が
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る

（
前
掲
・
田
中
一
二
四
頁
）。

⑸　

民
事
執
行
法
に
基
づ
く
競
売
開
始
と
滞
納
処
分
に
よ
る
差
押
え
と
の

比
較民

事
執
行
法
に
基
づ
い
て
競
売
開
始
決
定
が
さ
れ
た
場
合
は
、
特
段
の

事
情
が
な
い
限
り
、
裁
判
所
執
行
官
に
よ
る
実
地
調
査
、
お
よ
び
不
動
産

鑑
定
士
に
よ
る
担
保
物
件
の
評
価
が
行
わ
れ
、
そ
れ
ら
に
基
づ
き
裁
判
官

に
よ
る
物
件
の
評
価
（
占
有
者
が
存
在
す
る
場
合
の
法
的
評
価
や
価
格
評

価
を
含
む
）
が
行
わ
れ
た
後
、
入
札
手
続
、
売
却
手
続
へ
と
進
む
。

滞
納
処
分
に
よ
る
差
押
え
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
滞
納
処
分
庁

が
公
売
手
続
を
進
め
る
つ
も
り
の
と
き
は
、
上
記
の
民
事
執
行
法
に
基
づ

く
場
合
に
準
じ
て
手
続
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
ほ
と
ん
ど
の
ケ
ー

ス
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
な
推
移
を
辿
っ
て
い
な
い
。筆
者
の
経
験
で
は
、

競
売
不
動
産
が
公
売
手
続
と
重
な
っ
た
経
験
は
な
い
（
こ
の
点
に
つ
き
、

他
の
金
融
機
関
の
担
当
者
に
聞
く
と
、
無
い
こ
と
は
な
い
と
の
回
答
が
あ

っ
た
。）。
ま
た
、
滞
納
処
分
に
よ
る
差
押
え
が
存
在
し
た
場
合
に
、
民
事

執
行
法
に
基
づ
く
競
売
を
申
し
立
て
た
後
、当
該
滞
納
処
分
庁
に
対
し
て
、

公
売
す
る
の
か
否
か
を
問
い
合
わ
せ
、
公
売
す
る
旨
の
回
答
が
あ
れ
ば
公

売
手
続
を
先
行
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
公
売
す
る
旨
の
回
答
が
一

か
月
以
上
な
い
場
合
に
初
め
て
民
事
執
行
法
に
基
づ
く
競
売
手
続
を
進
行

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
競
売
申
立
て
者
が
、
上
記

問
い
合
わ
せ
を
し
て
一
か
月
以
上
経
過
後
に
「
続
行
決
定
の
申
立
て
」
を

し
な
け
れ
ば
競
売
手
続
は
ス
ト
ッ
プ
し
た
ま
ま
で
あ
り
、
手
続
は
進
行
し

な
い
。）。
筆
者
の
経
験
で
は
、
滞
納
処
分
庁
が
公
売
を
実
施
す
る
旨
の
回

判
タ
一
二
三
三
号
八
二
頁
、
山
下
真
「
明
渡
猶
予
制
度
を
巡
る
諸
問
題
」

竹
田
光
広
編
著
『
民
事
執
行
実
務
の
論
点
』
二
八
七
頁
、
東
京
地
方
裁
判

所
民
事
執
行
セ
ン
タ
ー
実
務
研
究
会
編
著
「
民
事
執
行
の
実
務
［
第
三
版
］

不
動
産
執
行
編
（
下
）」
一
二
七
頁
（
金
融
財
政
事
情
研
究
会
、
二
〇
一
二

年
）
参
照
）。

こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
民
法
三
九
五
条
が
滞
納
処
分
に
基
づ
く
公
売
手

続
に
つ
い
て
特
別
な
規
定
を
置
い
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
滞
納
処
分
に
よ

る
差
押
え
後
で
あ
っ
て
も
、
競
売
開
始
決
定
に
先
立
っ
て
使
用
・
収
益
を

開
始
し
た
賃
借
人
に
は
、
明
渡
猶
予
制
度
の
適
用
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
否
定
説
の
主
張
②
に
対
し
て
は
、
実
務
上
、
滞
納
処
分
に
よ
る

差
押
え
後
、
公
売
手
続
が
長
期
間
進
行
せ
ず
、
そ
の
後
の
賃
借
人
に
執
行

妨
害
目
的
が
認
め
ら
れ
な
い
例
は
少
な
く
な
い
と
の
認
識
に
立
ち
、
滞
納

処
分
に
よ
る
差
押
え
後
の
賃
借
人
が
、
競
売
手
続
開
始
後
の
賃
借
人
と
同

程
度
に
定
型
的
に
執
行
妨
害
目
的
を
有
す
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
。

さ
ら
に
、
否
定
説
の
主
張
③
に
対
し
て
は
、
明
渡
し
が
一
定
期
間
猶
予

さ
れ
る
の
は
法
律
に
基
づ
い
て
生
じ
る
効
果
で
あ
り
、
明
渡
猶
予
制
度
の

効
果
に
起
因
す
る
減
価
が
さ
れ
る
こ
と
を
も
っ
て
、
直
ち
に
処
分
制
限
効

に
反
す
る
と
解
す
べ
き
必
然
性
は
な
い
と
反
論
し
て
い
る
。

な
お
、
適
用
肯
定
説
を
と
る
従
前
の
裁
判
例
と
し
て
は
、
東
京
高
判
平

成
二
五
年
四
月
一
六
日
（
判
タ
一
三
九
二
号
三
四
〇
頁
、
金
法
一
九
七
八

号
一
一
二
頁
）
が
あ
る
。
同
東
京
高
判
は
、「
民
法
三
九
五
条
一
項
は
、
引

渡
命
令
に
対
し
て
引
渡
猶
予
の
対
象
と
な
る
者
と
し
て
、「
競
売
手
続
の
開

始
前
か
ら
使
用
又
は
収
益
を
す
る
者
」
と
規
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
滞
納

処
分
に
よ
る
差
押
後
の
占
有
者
で
あ
っ
て
も
、
競
売
手
続
の
開
始
前
か
ら

の
占
有
者
で
あ
れ
ば
、
引
渡
猶
予
の
対
象
と
な
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
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六

一
二
四
頁
～
一
二
五
頁
参
照
。）。

⑹　

ま
と
め

　

上
記
⑸
の
よ
う
に
「
滞
納
処
分
に
よ
る
差
押
え
」
を
理
解
す
れ
ば
、
当

該
差
押
え
後
に
お
い
て
、
担
保
物
件
の
所
有
者
が
賃
借
人
と
の
間
で
賃
貸

借
契
約
を
締
結
し
て
も
、
所
有
者
に
許
さ
れ
る
使
用
、
収
益
の
範
囲
内
の

行
為
で
あ
る
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
逆
に
、
こ
れ
を
濫
用
的
な
行

為
で
あ
る
と
と
ら
え
る
と
、
所
有
者
の
処
分
権
限
を
不
当
に
制
限
す
る
こ

と
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
。

　

明
渡
猶
予
制
度
は
、
正
常
な
賃
借
人
を
保
護
す
る
制
度
で
あ
る
か
ら
、

執
行
妨
害
目
的
の
賃
借
人
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
滞
納
処

分
に
よ
る
差
押
え
後
の
賃
借
人
は
、
特
別
な
事
情
の
な
い
限
り
、
正
常
な

賃
借
人
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
明
渡
猶
予
制
度
を
適
用
す
べ
き
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

本
判
決
は
、
こ
の
問
題
に
関
し
、
最
高
裁
と
し
て
初
め
て
判
断
し
、
適

用
肯
定
説
を
と
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
上
記
の
理
由
で

賛
同
す
る
。

答
を
得
た
こ
と
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
公
売
に
至
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
と

し
て
も
非
常
に
少
な
い
事
例
で
あ
り
、
滞
納
処
分
に
よ
る
差
押
え
が
あ
っ

た
か
ら
と
い
っ
て
、
当
然
の
ご
と
く
公
売
に
至
る
と
す
る
認
識
は
、
実
体

と
の
乖
離
が
大
き
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

滞
納
処
分
庁
が
上
記
の
よ
う
な
態
度
を
と
る
原
因
と
し
て
は
、
①
滞
納

処
分
に
よ
る
差
押
え
を
す
る
物
件
の
多
く
は
、
す
で
に
評
価
額
を
上
回
る

債
権
額
を
担
保
と
す
る
抵
当
権
や
根
抵
当
権
が
設
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、

公
売
手
続
に
よ
る
処
分
を
し
て
も
、
当
該
滞
納
処
分
庁
に
配
当
が
回
る
可

能
性
が
低
い
こ
と
、
②
滞
納
処
分
に
よ
る
差
押
え
を
行
っ
て
も
、
当
該
滞

納
処
分
庁
は
そ
の
後
に
、
滞
納
者
と
の
話
し
合
い
が
行
う
こ
と
、
③
滞
納

処
分
庁
と
滞
納
者
と
の
話
し
合
い
で
、
一
括
あ
る
い
は
分
割
で
弁
済
す
る

こ
と
が
ま
と
ま
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
実
際
に
滞
納
処
分
に
よ
る
差
押

え
を
し
た
金
額
全
額
が
弁
済
さ
れ
る
ま
で
、
滞
納
処
分
に
よ
る
差
押
え
は

解
除
さ
れ
な
い
こ
と
、
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

　

先
述
の
強
制
執
行
の
「
続
行
決
定
」
は
、「
先
行
す
る
滞
納
処
分
が
差
押

え
の
段
階
で
停
滞
し
財
産
の
換
価
に
至
ら
な
い
結
果
、
強
制
執
行
の
差
押

債
権
者
が
不
当
に
遅
延
す
る
の
を
防
止
す
る
」
た
め
の
制
度
で
あ
る
が
、

上
述
し
た
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
の
競
売
事
件
に
お
い
て
「
続
行
決
定
」
が

申
し
立
て
ら
れ
た
後
、「
続
行
決
定
」
が
な
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
の

後
に
抵
当
権
の
実
行
に
よ
る
競
売
申
立
て
が
行
わ
れ
る
場
面
に
お
い
て

も
、
滞
納
処
分
に
よ
る
差
押
え
が
公
売
に
至
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
抵
当
権
の
実
行
に
よ
る
競
売
申
立
て
が
あ
れ
ば
、
対
象
物
件

が
売
却
さ
れ
て
配
当
に
至
る
こ
と
が
多
い
の
に
対
し
て
、
滞
納
処
分
に
よ

る
差
押
え
が
な
さ
れ
て
も
、
公
売
手
続
き
は
長
期
間
さ
れ
な
い
こ
と
が
ま

ま
み
ら
れ
、
こ
れ
は
対
象
物
件
の
評
価
に
も
現
れ
て
い
る
（
前
掲
・
田
中




